
【事例１０】 

 

□概況 

債務者は、地元温泉地の中規模旅館で当行メイン先（シェア 80％、与信額平成

13 年 9 月決算期 400 百万円）である。 

□業況 

5 年前に宿泊客の落ち込みへの挽回策として、別館をリニューアルしたものの、

売上は当初計画比 80％程度に止まり、伸び悩んでいる。期間損益は多額な減価償

却負担や金利負担から赤字を続け、債務超過に陥っている。 

当行は、運転資金のほか、当該別館改築資金（250 百万円、20 年返済）に応需

している。なお、当該改築資金については、現状正常に返済が行われている。 

代表者は、今後は新たな旅行代理店の開発及びタイアップにより、宿泊客数の増

加を図るとともに、人件費等の経費削減にも取組み収益の改善に努めたいとしてい

る。 

□自己査定 

当行は、財務内容や収益力は芳しくないものの、現行、正常に返済していること

や代表者の経営改善に向けた意欲を評価して正常先としている。 

 

【検証ポイント】 

業種の特性について 

 

【解説】 

１．中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては、その財務状況のみならず、代表

者等の収入状況や資産内容等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断

するものとされているが、その際、業種の特性を踏まえた検討も合わせて行う必要が

ある。 

一般的に、旅館業については、多額の設備資金を必要とし、これら投資資金の回収に

長期間を要するという特性を有している。また、多様化する顧客ニーズへの対応のた

め、比較的短期間の内に設備更新のための再投資(修繕費用等)も必要とされる。旅館業

の債務者区分の判断に当たっては、こうした業種の特性による設備投資に伴う減価償

却負担や金利負担の状況及び投資計画を踏まえた収益性等について検討をする必要が

ある。  

 

２．本事例の場合、返済は正常に行われているが、売上低迷、毎期赤字、債務超過という

面のみを捉えれば、要注意先以下に相当する可能性が高いと考えられる。 

一方、通常、減価償却費が定率法で算定される場合、投資後初期の段階では減価償却



費負担が大きくなることから、自己資本額が小さい債務者の場合、赤字、債務超過に

陥りやすくなるが、仮に、減価償却前利益が今後一定の水準で推移するとした場合、

時間の経過とともに、減価償却費の減少から、減価償却後利益は黒字へと好転し、債

務超過額も徐々に解消していくこととなる。また、借入金の返済が進めば、通常、金

利負担も減少していくことが考えられる。 

したがって、旅館業のように新規設備投資や改築費用が多い業種については、現時点

での表面的な収支、財務状況のみならず、赤字の要因、新規投資計画に沿った収益・

返済原資が確保されているのか否か、今後の売上の改善見込みなどを検討する必要が

ある。 

３．本事例の場合においては、こうした検討を踏まえ、債務者自身で返済原資が確保され

ているのか否か（代表者等の支援があるのか否か）、当初計画比８０％程度の売上や減

価償却費、金利負担の減少等をベースにした収益水準で今後の返済が可能か否か、あ

るいは、今後の収益増強策でどの程度返済原資の積み上げが図れるのかなどについて

検討し、今後も当初約定通りの返済が可能であるならば正常先に相当する可能性が高

いと考えられる。  


